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 社会経済の発展とともに、価値観やライフスタイルの多様化が進み、核家族化や少子高

齢化の進展に伴う人口や世帯構造の変化は、我々が直面する大きな課題となっています。  

また、グローバル化や高度情報化など、急激な社会情勢の変化の中で、教育に求められ

る役割は、極めて大きなものがあります。 

 本町は、第５次総合計画に掲げる５つの暮らしづくりに向けた「成長と学習」の分野に

おける基本構想を受けて、教育基本法第 17 条に基づき、本町における教育の振興のため

の施策に関する基本的な計画として、上富良野町教育振興基本計画が策定されています。  

この教育振興基本計画において規定した教育目標・基本方針を上富良野町教育大綱とし

て定め、郷土を愛し、知・徳・体の調和のとれた感性豊かな人づくりを目指し、町長部局

と教育委員会が一体となって取組みを進めます。 

 

 

 

 

 この大綱は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１条の３に基づく、本町の

教育行政を推進するための基本的な指針として、総合教育会議において、町長と教育委員

会が協議・調整し、町長が策定するものです。 

 

 

 

 

 この大綱の期間は、第５次総合計画及び教育振興基本計画との整合性を図り、本年度か

ら、平成 30 年度までの４年間とします。 

 なお、大綱の見直しは、社会経済情勢の変化や「総合計画」、「教育振興基本計画」の改

訂に合わせ、必要に応じて行います。 
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② 大綱の位置づけ 

③ 大綱の期間 

第５次上富良野町総合計画 

(平成 21 年度～平成 30 年度：10 か年) 

上富良野町教育振興基本計画 

(平成 21 年度～平成 30 年度：10 か年) 

上富良野町教育大綱 

(平成 27 年度～平成 30 年度：4 か年) 

第６次 

上富良野町総合計画 

次期 

上富良野町教育大綱 

次期上富良野町 

教育振興基本計画 

① 大綱策定の背景と趣旨 
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 この大綱の基本目標は、上富良野町教育振興基本計画において本町の教育目標に定めて

いる『３つの育て』を継承し、教育の継続性・一貫性を重視します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本目標に定めた「３つの育て」の実現に向けて、次の８点に取り組みます。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 基本目標 

『３つの育て』 

知性を高め、一人一人

のよさを伸ばし育てる 

豊かな心と健やかな体

を養い、感性を豊かに

支えあう意識を育てる 

自然や文化を大切に

し、郷土を愛する心を

育てる 

⑤ 基本方針 

Ⅰ 確かな学力と豊かな心やたくましい体の育成を 

図る 

Ⅱ 開かれた学校運営に努め、学校･家庭･地域の連 

帯を深め、信頼される学校づくりを推進する 

Ⅲ 子どもを愛し、たえず自らの人間力を磨く教師 

を育成する 

Ⅳ 創意に富む教育の実現に努め、教育条件の整備 

充実を図る 

Ⅴ 地域全体で人を育む環境づくりを推進する 

Ⅵ 生涯にわたる学習活動を推進する 

Ⅶ 健康づくりのためのスポーツ活動を推進する 

Ⅷ 心の豊かさを育む文化・芸術活動を推進する 

 
 

 

 

学校教育の基本方針 

 

 

 

 

社会教育の基本方針 
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自ら学び行動する力や、基礎基本の定着とそれを活用する能力の向上を目指し、学習指導

と学習習慣の確立に努めます。 

 

 

 

安心・安全さらに情報通信技術の効果的活用など学校施設整備の充実を図るとともに、教

職員個々の人間性・社会性・指導力の向上を図る研修の充実に努めます。 

 

 

 

グローバルな感覚を育成するため、ＡＬＴや友好都市（カムローズ市）交流などを活用し

た外国語・外国理解教育を進めます。 

 

 

 

上富良野町いじめ防止等に関する条例に基づき、いじめの未然防止・早期発見・早期対応

に、地域全体で取り組むとともに、不登校対策として、家庭や地域社会と連携し、学校復帰

へ向けた支援等の取組みを進めます。 

 

 

 

いつでも、どこでも、だれでも学ぶことができる環境づくりと、学びを支えるネットワー

クづくりを進め、学びの成果を暮らしや地域づくりに生かしていきます。 

 

 

 

「健康づくり推進のまち」として、心身の健康づくりに向け、それぞれのニーズに応じたスポ

ーツや文化・芸術活動と健康的な食生活を送るための食育活動を推進します。 

 

 

 

読書は、単に知識を高めるだけではなく、人生を豊かにするための様々な効用が期待され

ることから、図書に触れ親しむ環境づくりを進めます。 

 

 

 

郷土の歴史や産業、また十勝岳の活動により形成された大地について理解を深め、ふるさ

と「上富良野」への愛着と誇りを養います。 

 

確かな学力の向上 

⑥ 重点施策 

教育環境の整備 

外国教育の充実 

いじめ防止等の取組みの推進 

生涯学習の推進 

健康づくり、食育の推進 

図書環境の充実 

ふるさと学習の推進 
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基 本 目 標 

知性を高め、一人ひとりの

よさを伸ばし育てる 

豊かな心と健やかな体を養

い、感性を豊かに支えあう

意識を育てる 

自然や文化を大切にし、郷

土を愛する心を育てる 

 

 

基 本 方 針 

学校教育基本方針 社会教育基本方針 

確 か な 学

力 と 豊 か

な 心 や た

く ま し い

体 の 育 成

を図る 

開かれた

学校運営

に努め、学

校･家庭･

地域の連

帯を深め、

信頼され

る学校づ

くりを推

進する 

 

子 ど も を

愛し、たえ

ず 自 ら の

人 間 力 を

磨 く 教 師

を 育 成 す

る 

創 意 に 富

む 教 育 の

実 現 に 努

め、教育条

件 の 整 備

充 実 を 図

る 

地 域 全 体

で 人 を 育

む 環 境 づ

く り を 推

進する 

生 涯 に わ

た る 学 習

活 動 を 推

進する 

健 康 づ く

り の た め

の ス ポ ー

ツ 活 動 を

推進する 

心 の 豊 か

さ を 育 む

文化・芸術

活 動 を 推

進する 

 

 

重 点 施 策 

◇確かな学力の向上  ◇教育環境の整備  ◇外国教育の充実  

◇いじめ防止等の取組みの推進  ◇生涯学習の推進 

◇健康づくり、食育の推進  ◇図書環境の充実  ◇ふるさと学習の推進 
 

 

⑦ 大綱の体系図 

第５次総合計画 

＜成長と学習＞ 

 

上富良野町総合教育会議 

＜町長・教育委員会＞ 

上富良野町 

教育振興基本計画 

 

上富良野町教育大綱 


